
を確保することを目的とした生活道路
対策です。
　町内では、ゆうきが丘地区に続いて２
例目となります。
　規制箇所の入り口には、右のような道
路標識等が設置されています。

　上三川町では例年、むし歯予防の一環として歯科保健事業を行っていますが、新型コロナウイル
ス感染症に伴う事業の開催規模の制限等が続くことが予測されるため、令和２年度の歯科保健事
業を下記のとおり中止及び変更して実施する予定とさせていただきます。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
【フッ素塗布事業】
　１０月１５日(木)　⇒　中止
【２歳児歯科健診】
　①９月１７日(木)　②１０月１５日(木)　③２月４日(木)の３回に分けて実施
★日程変更に伴い、対象者が令和２年度健康カレンダーに記載している方と異なります。対象のお子
　さんには個別通知を郵送しますので、ご確認をお願いします。
★上記の予定も感染拡大の動向により変更する場合があります。町ホームページ等で最新情報をご
　確認ください。

　生活道路では住民の安全が最優先です。
　ドライバーの皆様は、最高速度３０キロメートルの規制を守り、歩行者に細心の注意を払って通行
してください。
　また、近道としての利用などの通り抜けは控えるようにお願いいたします。

※平成２２年度から２９年度の月分には、追納加算額が含まれています。
※一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、未納

期間となるため、追納できません。

　国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合に、申請により保険料の全額
又は一部が免除される「申請免除制度」や障害基礎年金を受けている方などが該当する「法定免除
制度」があります。
　また、５０歳未満の方を対象として保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」や学生の方を対象
とした「学生納付特例制度」があります。
　これらの保険料免除や納付猶予などを受けた期間については、年金を受け取るために必要な受給
資格期間に算入されますが、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合より少なくなります。
　このため、これらの期間は１０年以内(例えば、令和２年４月分は令和１２年４月末まで)であれば、
あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっており、将来、受け取る年金額を増額する
ためにも、追納することをお勧めします。
　なお、保険料の免除や納付猶予などの承認を受けた年度から起算して、３年度目以降に保険料を
追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
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▶問い合わせ先＝宇都宮西年金事務所　☎０２８(６２２)４２８１

                            　住民課　国保年金係　☎       ９１３４56▶問い合わせ先＝地域生活課　生活係　☎　 ９１２９56

▶問い合わせ先＝子ども家庭課　母子健康係　☎　 ９１３２56

歯科保健事業の変更について

本郷台団地(第一自治会区域内)で
「ゾーン３０規制」が始まりました

全額免除
納付猶予

学生納付特例
４分の３免除 半額免除 ４分の１免除年       度

平成２２年度の月分 １５，５５０円 １１，６６０円 ７，７８０円 ３，８８０円

平成２３年度の月分 １５，３４０円 １１，５００円 ７，６７０円 ３，８３０円

平成２４年度の月分 １５，１９０円 １１，３９０円 ７，５９０円 ３，７９０円

平成２５年度の月分 １５，１６０円 １１，３７０円 ７，５８０円 ３，７９０円

平成２６年度の月分 １５，３１０円 １１，４９０円 ７，６５０円 ３，８３０円

平成２７年度の月分 １５，６４０円 １１，７３０円 ７，８１０円 ３，９１０円

平成２８年度の月分

標識 路面表示

１６，２９０円 １２，２１０円 ８，１５０円 ４，０７０円

平成２９年度の月分 １６，５１０円 １２，３８０円 ８，２５０円 ４，１２０円

平成３０年度の月分 １６，３４０円 １２，２５０円 ８，１７０円 ４，０８０円

令和元年度の月分 １６，４１０円 １２，３１０円 ８，２００円 ４，１００円

国民年金保険料の追納制度をご存知ですか？

「ゾーン３０」とは

ドライバーの皆様へ

令和２年度中に追納する場合の額

　「ゾーン３０」とは、住宅地等の生活道路で、区域(ゾーン)を定めて最高速度３０キロメートルの速
度規制を行い、ゾーン内の速度抑制や抜け道として通行する行為を抑制し、歩行者等の安全な通行
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。



を確保することを目的とした生活道路
対策です。
　町内では、ゆうきが丘地区に続いて２
例目となります。
　規制箇所の入り口には、右のような道
路標識等が設置されています。

　上三川町では例年、むし歯予防の一環として歯科保健事業を行っていますが、新型コロナウイル
ス感染症に伴う事業の開催規模の制限等が続くことが予測されるため、令和２年度の歯科保健事
業を下記のとおり中止及び変更して実施する予定とさせていただきます。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

【フッ素塗布事業】
　１０月１５日(木)　⇒　中止

【２歳児歯科健診】
　①９月１７日(木)　②１０月１５日(木)　③２月４日(木)の３回に分けて実施
★日程変更に伴い、対象者が令和２年度健康カレンダーに記載している方と異なります。対象のお子
　さんには個別通知を郵送しますので、ご確認をお願いします。
★上記の予定も感染拡大の動向により変更する場合があります。町ホームページ等で最新情報をご
　確認ください。

　生活道路では住民の安全が最優先です。
　ドライバーの皆様は、最高速度３０キロメートルの規制を守り、歩行者に細心の注意を払って通行
してください。
　また、近道としての利用などの通り抜けは控えるようにお願いいたします。

※平成２２年度から２９年度の月分には、追納加算額が含まれています。
※一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、未納

期間となるため、追納できません。

　国民年金には、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合に、申請により保険料の全額
又は一部が免除される「申請免除制度」や障害基礎年金を受けている方などが該当する「法定免除
制度」があります。
　また、５０歳未満の方を対象として保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」や学生の方を対象
とした「学生納付特例制度」があります。
　これらの保険料免除や納付猶予などを受けた期間については、年金を受け取るために必要な受給
資格期間に算入されますが、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合より少なくなります。
　このため、これらの期間は１０年以内(例えば、令和２年４月分は令和１２年４月末まで)であれば、
あとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっており、将来、受け取る年金額を増額する
ためにも、追納することをお勧めします。
　なお、保険料の免除や納付猶予などの承認を受けた年度から起算して、３年度目以降に保険料を
追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
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▶問い合わせ先＝宇都宮西年金事務所　☎０２８(６２２)４２８１

                            　住民課　国保年金係　☎       ９１３４56▶問い合わせ先＝地域生活課　生活係　☎　 ９１２９56

▶問い合わせ先＝子ども家庭課　母子健康係　☎　 ９１３２56

歯科保健事業の変更について

本郷台団地(第一自治会区域内)で
「ゾーン３０規制」が始まりました

全額免除
納付猶予

学生納付特例
４分の３免除 半額免除 ４分の１免除年       度

平成２２年度の月分 １５，５５０円 １１，６６０円 ７，７８０円 ３，８８０円

平成２３年度の月分 １５，３４０円 １１，５００円 ７，６７０円 ３，８３０円

平成２４年度の月分 １５，１９０円 １１，３９０円 ７，５９０円 ３，７９０円

平成２５年度の月分 １５，１６０円 １１，３７０円 ７，５８０円 ３，７９０円

平成２６年度の月分 １５，３１０円 １１，４９０円 ７，６５０円 ３，８３０円

平成２７年度の月分 １５，６４０円 １１，７３０円 ７，８１０円 ３，９１０円

平成２８年度の月分

標識 路面表示

１６，２９０円 １２，２１０円 ８，１５０円 ４，０７０円

平成２９年度の月分 １６，５１０円 １２，３８０円 ８，２５０円 ４，１２０円

平成３０年度の月分 １６，３４０円 １２，２５０円 ８，１７０円 ４，０８０円

令和元年度の月分 １６，４１０円 １２，３１０円 ８，２００円 ４，１００円

国民年金保険料の追納制度をご存知ですか？

「ゾーン３０」とは

ドライバーの皆様へ

令和２年度中に追納する場合の額

　「ゾーン３０」とは、住宅地等の生活道路で、区域(ゾーン)を定めて最高速度３０キロメートルの速
度規制を行い、ゾーン内の速度抑制や抜け道として通行する行為を抑制し、歩行者等の安全な通行
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。


